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手話通訳あり 予約保育あり／★は４月３日㈪から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX２９９４‐０７０６へ

▼
重
度
の
内
部
障

害
、
血
液
疾
患
な

ど
で
、
日
常
生
活

上
絶
対
安
静

◎
施
設
入
所
者
、

３
カ
月
以
上
の
継

続
入
院
者
、
対
象

者
・
配
偶
者
・
扶

養
義
務
者
に
一
定

以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

手 

当
月
額
　
２
６
、
８
１
０
円
（
変
更
に

な
る
場
合
あ
り
）

申
問
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６
に
直
接

重
度
心
身
障
害
児
等
医
療
費
助
成
制
度

対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
▼
療
育

手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
▼
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
１
級
▼
一
定
の
障
害
が
あ
り
、
埼

玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定

を
受
け
た

一 

定
の
障
害

　
▼
身
体
障
害
者
手
帳
４
級

の
一
部
（
音
声
ま
た
は
言
語
機
能
障
害
、

下
肢
機
能
の
著
し
い
障
害
）
▼
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
２
級
▼
障
害
基
礎

年
金
１
・
２
級

◎
65
歳
以
上
で
新
た
に
重
度
障
害
者
と

な
っ
た
方
は
、
助
成
対
象
外
で
す
。

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

・
児
童
扶
養
手
当

◆
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

対 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
と
、
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
父
母
な
ど

　
▼
父
母
が
離
婚
▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡

▼
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
▼

そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い

◎
高
額
療
養
費
や
付
加
給
付
金
を
除
く
保

険
診
療
分
の
自
己
負
担
金
が
対
象
で
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当

対 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

　
▼
父
母
が
離
婚
▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡

▼
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
▼

そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い

手 

当
月
額
　
▼
児
童
が
１
人
…
最
大
４
２
、

重
度
心
身
障
害
福
祉
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当

◆
重
度
心
身
障
害
福
祉
手
当

留 

意
事
項
　
▼
施
設
入
所
者
、
住
民
税
が

課
税
さ
れ
て
い
る
方
、
特
別
障
害
者
・

障
害
児
福
祉
・
経
過
的
福
祉
手
当
の
受

給
者
は
対
象
外
▼
重
度
の
肢
体
不
自
由

お
よ
び
知
的
障
害
が
あ
り
、
人
工
呼
吸

管
理
な
ど
の
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
超

重
症
心
身
障
害
児
の
方
は
、
手
当
月
額

５
千
円
を
障
害
児
福
祉
手
当
と
併
せ
て

受
給
可

◆
障
害
児
福
祉
手
当

対 

次
の
い
ず
れ
か
の
障
害
が
あ
る
20
歳
未

満
の
方

　
▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
の
一
部

▼
療
育
手
帳
Ⓐ
の
一
部
▼
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１
級
で
常
時
介
護
が
必
要
▼

重
度
の
内
部
障
害
、
血
液
疾
患
な
ど
で
日

常
生
活
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
状
態

◎
施
設
入
所
者
、
障
害
が
支
給
事
由
の
年

金
受
給
者
、
対
象
者
・
配
偶
者
・
扶
養
義

務
者
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は

対
象
外
で
す
。

手 

当
月
額
　
１
４
、
５
８
０
円
（
変
更
に

な
る
場
合
あ
り
）

◆
特
別
障
害
者
手
当

対 

次
の
い
ず
れ
か
の
障
害
が
あ
り
、
常
時

特
別
な
介
護
が
必
要
な
20
歳
以
上
の
方

　
▼
身
体
障
害
者
手
帳
２
級
以
上
の
障
害

を
重
複
▼
肢
体
不
自
由
に
関
す
る
障
害
の

一
つ
が
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
▼
療
育
手

帳
Ⓐ
▼
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

族
▼
委
任
状
（
法
人
の
場
合
は
代
表
者

印
を
押
印
）
を
持
参
の
代
理
人
▼
借
地

人
・
借
家
人
▼
売
買
・
相
続
で
１
月
１

日
以
降
に
所
有
者
に
な
っ
た
方
な
ど

持 

対
象
者
と
確
認
で
き
る
も
の
（
賃
貸

借
契
約
書
、
登
記
事
項
証
明
書
な
ど
）、

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス

ポ
ー
ト
・
健
康
保
険
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
な
ど
）

費 

２
０
０
円
／
１
回
（
納
税
義
務
者
は
５

月
31
日
㈬
ま
で
無
料
）

問
資
産
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
６
８

粗
大
ご
み
の
受
付
セ
ン
タ
ー
を
開
設

　
東
西
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
で
行
っ
て
い
た
粗

大
ご
み
収
集
の
受
け
付

け
を
、
４
月
２
日
㈰
か

ら
一
本
化
し
ま
す
。

　
あ
ら
か
じ
め
大
き
さ

（
高
さ
・
幅
・
奥
行
き
）

を
測
定
し
、
収
集
希
望
日
の
２
週
間
程
度

前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申 

粗
大
ご
み
受
付
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
５
１

‐
１
１
５
３
に
電
話
（
祝
休
日
除
く
火

〜
日
曜
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15

分
）・
電
申

費
申
し
込
み
時
に
案
内

◎
自
己
搬
入
は
従
来
ど
お
り
東
西
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
で
受
け
付
け
ま
す
（
事
前
連

絡
不
要
）。

問
リ
サ
イ
ク
ル
ふ
れ
あ
い
館

　
☎
２
９
９
４
‐
５
３
７
４

Ｍ
Ｏ
・
Ｍ
Ｄ
・
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
は

破
砕
ご
み
類
で
回
収
し
ま
す

　
４
月
１
日
㈯
か
ら
、
市
役
所
・
ま
ち
づ

く
り
セ
ン
タ
ー
に
設
置
し
て
い
る「
Ｃ
Ｄ
・

Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
等
回
収
ボ
ッ
ク

ス
」
で
の
回
収
を
終
了
し
ま
す
。
４
月
１

日
以
降
、
同
ボ
ッ
ク
ス
で
回
収
で
き
る
品

目
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
▼
Ｃ
Ｄ
▼
Ｄ
Ｖ

Ｄ
▼
ブ
ル
ー
レ
イ

デ
ィ
ス
ク
▼
ビ
デ

オ
テ
ー
プ
▼
カ

セ
ッ
ト
テ
ー
プ

問
リ
サ
イ
ク
ル
ふ
れ
あ
い
館

　
☎
２
９
９
４
‐
５
３
７
４

お
知
ら
せ

夜間納税・相談窓口
◆開設日時
４月３日㈪・28日㈮、５月１日㈪
午後５時 15分～８時

問市役所２階収税課☎2998‐9073

４月３日㈪から新たな納税方法
「ペイジー納付」がスタート！
詳細は市HP（ ペイジー納付）をご覧
ください。

臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）

　
申
請
書
が
届
い
た
方
は
、
７
月
20
日
㈭

ま
で
に
郵
送
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
臨
時
福
祉
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
１
２
０
‐
８
５
０
‐
２
２
６

固
定
資
産
税
の
縦
覧
・
閲
覧

◆
平
成
29
年
度
固
定
資
産
税
の
縦
覧

　
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
で
市
内
の
土
地
・
家
屋
の
価
格

を
自
分
の
も
の
と
比
較
で
き
ま
す
。

日
４
月
３
日
㈪
〜
５
月
31
日
㈬

場
市
役
所
２
階
資
産
税
課

対 

▼
納
税
者
（
本
人
）
▼
同
居
の
親
族
▼

委
任
状
（
法
人
の
場
合
は
代
表
者
印
を

押
印
）
を
持
参
の
代
理
人

持 

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス

ポ
ー
ト
・
健
康
保
険
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
）

◆
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
平
成
29
年
度
の
本
人
資
産
の
価
格
な
ど

が
閲
覧
で
き
ま
す
。

日 

平
成
29
年
４
月
３
日
㈪
〜
30
年
３
月
30

日
㈮

場
市
役
所
２
階
資
産
税
課

対 

▼
納
税
義
務
者
（
本
人
）
▼
同
居
の
親

２
９
０
円
▼
児
童
が
２
人
…
最
大
９
、

９
９
０
円
を
加
算
▼
児
童
が
３
人
以
上

…
１
人
に
つ
き
最
大
５
、
９
９
０
円
を

加
算

◎
４
月
分
か
ら
手
当
月
額
を
変
更
し
ま
す
。

共 

通
事
項

　
▼
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
年

の
年
度
末
ま
で
が
対
象
▼
申
請
が
必
要

▼
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、
生
計
が
同

じ
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の
所
得
制
限

あ
り
▼
児
童
福
祉
施
設
（
母
子
生
活
支

援
施
設
・
通
園
施
設
な
ど
を
除
く
）
な

ど
に
入
所
の
場
合
は
対
象
外

問
こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
４

特
別
児
童
扶
養
手
当

対 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
未
満

の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

　
①
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３

級
、
４
級
の
一
部
ま
た
は
、
重
度
の
内
科

的
疾
患
が
あ
る
②
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ

③
精
神
疾
患
、
血
液
疾
患
な
ど
で
①
ま
た

は
②
と
同
程
度
の
障
害

手 

当
月
額

　
▼
１
級
…
５
１
、
４
５
０
円

▼
２
級
…
３
４
、
２
７
０
円

◎
４
月
分
か
ら
手
当
月
額
を
変
更
し
ま
す
。

留 

意
事
項

　
▼
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、

生
計
が
同
じ
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の

所
得
制
限
あ
り
▼
子
ど
も
が
公
的
年
金

を
受
給
し
て
い
る
場
合
、
施
設
入
所
し

て
い
る
場
合
は
対
象
外

問
こ
ど
も
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
２
２
３

防
災
ガ
イ
ド
・
避
難
所
マ
ッ
プ
の
デ
イ

ジ
ー
版
（
デ
ジ
タ
ル
録
音
図
書
）
を
発
行

　
ご
希
望
の
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
危
機
管
理
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
９
９

対象 手当月額
▶身体障害者手帳１級
程度▶療育手帳Ⓐ▶
障害程度が障害児福祉
手当の支給要件に該当
（精神障害者含む）

11,500円（65
歳以上の新規申
請者は6,500円）

▶身体障害者手帳２級
程度▶療育手帳Ａ・Ｂ

９,000 円（65歳
以上の新規申請
者は４,000 円）

精神保健福祉手帳１・
２級

５,000 円（65歳
以上の新規申請
者は対象外）

も
っ
た
い
な
い
の
心
が
運
を
呼
ぶ
！

ヒ
ン
ト
・
７
面

応
募
方
法
は
15
面

エ
コ
○
ま
つ
り

届け出が必要な場合

加
入

①▶所沢市に転入した▶子どもが生まれた

②
▶職場・任意継続の健康
保険を喪失した▶扶養家
族でなくなった

喪
失

③
▶他の市区町村へ転出す
る▶家族で国民健康保険
加入者が死亡した

④▶職場の健康保険に加入する▶扶養家族になった

そ
の
他

⑤▶国民健康保険証を紛失した・汚した

⑥
▶市内で転居した▶世帯
主の変更、世帯分離など
があった

⑦▶就学のため他の市区町村に転出する

届け出先

▶市役所１階国民
健康保険課▶まち
づくりセンター
（並木除く／⑦は
不可）

国保 の 届け出は14日以内に！

必要な持ち物
▶印鑑
▶ 窓口に行く方、届け出が必要な方全
員分のマイナンバーが分かるもの

▶国民健康保険証（右表①②⑤除く）
▶ 窓口に行く方の官公署発行の身分証
明書

◆追加で必要な持ち物（右表参照）
　②健康保険資格喪失証明書または退
職証明書や離職票④職場の保険証⑦在
学証明書
◎運転免許証やパスポートなどの顔写
真付き身分証明書がある場合は、保険
証を即日交付できます。ない場合は、
簡易書留郵便で郵送します。

　国民健康保険の資格は、今まで加入
していた健康保険の資格がなくなった
日、または所沢市に転入した日から発
生します。保険税も資格を取得した月
から課税されます。

問国民健康保険課
　☎ 2998‐ 9131


